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第１章 総則    

（目的） 

第１条  この業務方法書は、日本年金機構法（平成１９年法律第１０

９号。以下「法」という。）第３２条第１項の規定に基づき、日本年

金機構（以下「機構」という。）の業務の方法について基本的事項を

定め、もってその業務の適正かつ効率的な運営に資することを目的

とする。  

（業務の執行）  

第２条 機構は、法その他の関係法令の規定によるほか、この業務方

法書の定めるところにより、これらを遵守して業務を行う。 

（業務運営の基本方針）  

第３条 機構は、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、

提供するサービスの質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並

びに業務運営における公正性及び透明性の確保に努めるものとする。 

（用語の意義） 

第４条  この業務方法書において使用する用語の意義は、別に定める

場合を除き、法その他関係法令に規定する用語の意義によるものと
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する。 

 

第２章 業務の方法に関する事項    

 

（機構が行う業務）  

第５条 機構は、法第２７条の規定に基づき、次の各号に掲げる業務

を行う。 

 （１）厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）の規定により、    

機構が行うこととされた適用、給付及び徴収に係る事務、教育、

広報、相談及び情報提供の事業並びに電子情報処理組織の運用等 

（２）国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）の規定により、機

構が行うこととされた適用、給付及び徴収に係る事務、教育、広

報、相談及び情報提供の事業並びに電子情報処理組織の運用等 

 （３）児童手当法（昭和４６年法律第７３号）の規定により、機構

が行うこととされた拠出金の徴収に係る事務 

 （４）健康保険法（大正１１年法律第７０号）の規定により、機構

が行うこととされた適用及び徴収に係る事務等 

 （５）船員保険法（昭和１４年法律第７３号）の規定により、機構

が行うこととされた適用及び徴収に係る事務等 

 （６）前各号に掲げるもののほか、国家公務員共済組合法（昭和３

３年法律第１２８号）その他の法律の規定により、機構が行うこ

ととされた事務 

 （７）前各号に掲げる業務に附帯する業務 

２ 機構は、当分の間、法附則第１８条第１項の規定により、機構が

行うこととされた特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関す

る法律（平成１６年法律第１６６号）に規定する給付金及び徴収金

に係る業務を行う。 

 

（業務の基本方針） 

第６条 前条に規定する業務のうち、適用に係る事務については、正

確な年金記録の基礎となるものであることにかんがみ、次の各号に

掲げる事項に留意し、適正に実施するものとする。 

 （１）厚生年金保険、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船

員保険（以下「厚生年金保険等」という。）の未適用の事業所又は

船舶所有者の適用を促進すること。また、適用事業所又は船舶所

有者からの被保険者資格の得喪、被扶養者、標準報酬月額、標準
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賞与額等に係る適正な届出の促進や、事業所調査、職権による適

用により、厚生年金保険等の適用の適正化を図ること。 

 （２）国民年金の被保険者の種別の変更等の適正な届出の促進や、

職権による適用により、国民年金の適用の適正化を図ること。 

２ 前条に規定する業務のうち、給付に係る事務については、迅速な

決定及び適正な支給に留意し、適正に実施するものとする。 

３ 前条に規定する業務のうち、徴収に係る事務については、次の各

号に掲げる事項に留意し、適正に実施するものとする。 

 （１）厚生年金保険等の保険料等の確実な納入を促進するとともに、

保険料等を滞納する事業主又は船舶所有者に対する納付の督促及

び滞納処分等を確実に実施すること。 

（２）国民年金の保険料等について、その納めやすい環境づくり、    

効果的かつ効率的な納付督励の実施、強制徴収の厳正な執行、免

除又は猶予制度の利用促進等により、納付月数の増加と未納者数

の減少を図ること。 

４ 前条に規定する業務のうち、相談の事業については、被保険者、

受給権者その他の関係者（以下「被保険者等」という。）の立場に立

った利用しやすい相談体制を整備するとともに、懇切丁寧に対応す

ることに留意し、適正に実施するものとする。 

５ 前条に規定する業務のうち、教育、広報及び情報提供の事業につ

いては、次の各号に掲げる事項に留意し、適正に実施するものとす

る。 

 （１）政府管掌年金事業に関する国民の理解と信頼を確保するため、

効果的な年金教育及び広報を行うこと。 

（２）年金個人情報の保護の重要性についての認識を徹底するとと

もに、被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報そ

の他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。 

６ 前条に規定する業務を行うに当たり必要な年金記録の管理は長期

間にわたり厳格に実施するものとする。 

 

（電子情報処理組織の運用における機構の役割） 

第７条 第５条に規定する業務を行うために必要な電子情報処理組織

（以下この条において「処理組織」という。）については、厚生労働

大臣が保有主体となるが、その開発（当該処理組織の修正を含む。

以下同じ。）、管理及び運用において、機構が主体的に行うものとす

る。 
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２ 機構は、処理組織の開発、管理及び運用に関して次の各号に掲げ

る業務について責任を負い、これを行う。 

 （１）業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性

の確保のための処理組織の開発の企画立案に関する業務 

 （２）処理組織の開発に係る基本計画の策定に関する業務 

 （３）処理組織の開発に係る業務の一部を委託する場合における受

託者の選定に関する業務 

 （４）処理組織の開発に係る業務を委託する場合における当該委託

業務の適正かつ確実な遂行の確保に関する業務 

 （５）開発された処理組織の検査に関する業務 

 （６）処理組織の管理、運用及び保守に関する業務  

３ 機構は、前項第１号から第３号までの業務を行うときは、別に定

めるところにより、厚生労働大臣に協議し、承認を得るものとする。

この場合において、機構の意見は尊重されるものとする。 

 

第３章 業務の委託に関する基準    

 

（業務の委託）  

第８条  機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第５条に規定

する業務の一部を委託することができる。  

２ 機構は、前項の規定に基づき、業務の委託をしようとするときは、

受託者と業務の委託に関する契約を締結するものとする。 

 

（個人情報の管理） 

第９条 機構は、その業務の一部を委託するに当たり、受託者に対し

保有個人情報を提供する場合においては、当該受託者に対し、その

利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその

漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を

講じさせるものとする。 

 

（外部委託規程の策定） 

第１０条  この章に定めるもののほか、機構が行う業務の委託に関し

必要な事項は、別に外部委託規程を定める。 

  

第４章 契約に関する基本的事項    
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（契約方式） 

第１１条 機構は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合に

は、公告して申込みをさせることによる一般競争入札の方法により、

これを締結するものとする。 

 

（随意契約によることができる場合） 

第１２条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の

規定にかかわらず、随意契約の方法により契約を締結することがで

きる。 

 （１）契約の性質又は目的により一般競争入札によることが適当で

はないと認められる場合 

 （２）緊急の必要により一般競争入札によることができないと認め

られる場合 

 （３）一般競争入札によることが不利と認められる場合 

 （４）契約に係る予定価格が一定額以下の少額である場合 

 （５）一般競争入札を行った場合において、入札者がない場合 

 （６）一般競争入札を行った場合において、再度入札を行っても落

札者がない場合 

 

（落札の方法） 

第１３条 機構は、一般競争入札による場合においては、契約の目的

に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申

込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、機構の支

払の原因となる契約のうち、相手方となるべき者の申込みに係る価

格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされ

ないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結する

ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不

適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格を

もって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした

者を当該契約の相手方とすることができるものとする。 

２ 機構は、契約の性質又は目的に応じ、前項の規定によることが適

当ではないと認める契約については、同項の規定にかかわらず、予

定価格の範囲内で入札を行った者について、入札価格に加え、性能、

機能、技術等を総合的に評価し、機構にとって最も有利な申込みを

した入札者を落札者とする方式（総合評価落札方式）により、落札

者を決定することができるものとする。 
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（契約の特例） 

第１４条 １９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に

関する協定を実施するため、機構の締結する契約のうち当該協定の

適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定める。 

 

（会計規程への委任） 

第１５条 この章に定めるもののほか、機構が行う契約に関し必要な

事項については、法第４６条に規定する規程（会計規程）で定める。 

 

第５章 業務の適正を確保するための体制に関する事項 

 

（内部統制システム構築の基本方針） 

第１６条 機構は、次の各号に定めるところにより、理事長その他役

員（監事を除く。）及び職員の職務の執行が法その他の法令に適合す

ることを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するた

めの体制（次項において「内部統制システム」という。）を構築する

とともに、継続的にその改善を図るものとする。 

 （１）コンプライアンス（法令、各種規程等を遵守するとともに社

会的規範に従うことをいう。）の確保のため、コンプライアンス委

員会及び担当部署を設置し、コンプライアンス規程及び役職員行

動規範を策定するとともに、外部の弁護士の参画の下で法令違反

に関する通報制度を設けること。 

 （２）業務運営における適切なリスク管理のため、リスク管理委員

会及び担当部署を設置し、リスク管理規程を策定するとともに、

リスクアセスメント調査を実施し、業務運営全般に係るリスク管

理を行うこと。 

 （３）業務の有効性・効率性の確保のため、業務の実施に係る判断

基準、指揮命令系統並びに責任及び権限を明確にした業務処理マ

ニュアルに基づく業務の執行を徹底するとともに、第１７条に規

定する運営評議会のほか、機構の業務運営に関する意見を収集し、

国民の意見を適切に業務運営に反映させること。 

 （４）適切な外部委託の管理のため、業務横断的に委託業務の品質

を管理する担当部署及び委託業務を所管する部署における委託業

務責任者を設置するとともに、第１０条に規定する外部委託規程

に基づき、業務の委託の各過程における管理及び監視を行うこと。 
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 （５）情報の適切な管理及び活用等のため、情報伝達規程、文書管

理規程及び個人情報保護管理規程を策定し、当該規程に基づく情

報の伝達、保存、管理及び活用を徹底すること。 

 （６）業務運営及び内部統制の実効的な監視及び改善のため、監事

の職務を補佐する監事室を設置し、監事による適正で効果的な監

査を実施すること。また、理事長直属の監査部門を設置し、監査

規程を策定するとともに、外部監査を活用しつつ、効果的な監査

を実施すること。これらの監査の結果を踏まえて、各担当部門が

その役割に応じながら連携し、業務運営及び内部統制の改善を確

実に行うこと。 

 （７）ＩＴへの適切な対応のため、システム担当理事（ＣＩＯ）及

びシステム部門（ＰＪＭＯ）を置き、電子情報処理組織（第７条

に規定する電子情報処理組織を含む。）の開発、管理及び運用を適

切に行うとともに、ＩＴに係る専門人材の育成を進めること。 

２ 理事会は、前項の内部統制システムの適切な構築に必要な取組の

方針について決定するとともに、当該取組を統括するものとする。 

 

第６章 その他業務の執行に関して必要な事項 

 

（運営評議会の意見の反映） 

第１７条 機構は、法第２８条の規定に基づき、被保険者、事業主、

年金給付の受給権者その他の関係者により構成される運営評議会を

設置し、その意見を機構の業務運営に反映させるものとする。 

 

（情報の公開） 

第１８条 機構は、業務の運営に関し、当該業務の目標や実績その他

重要な事項について、年次報告書その他により公開するものとする。 

 

（改正） 

第１９条 この業務方法書の改正については、理事会が決定する。 

 

（実施に関する事項） 

第２０条 この業務方法書に定めるもののほか、機構の業務の実施に

関し必要な事項については、別に定める。 

 

   附 則    
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（施行期日） 

第１条  この業務方法書は、平成２２年１月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条 第４章の規定は、この業務方法書の施行日前において、国が、

機構が締結することとなる契約に係る公告その他の準備行為を行い、

施行日以降において機構が締結する契約については、適用しない。 


